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開会 午前１１時００分 

    ◎開会の宣言 

○議長（須河 徹君） 皆さま、ご苦労さまです。 

 それでは、定刻になりました。 

 ただいまから、令和２年第２回訓子府町議会臨時会を開会いたします。 

 

    ◎議会運営委員長の報告 

○議長（須河 徹君） 西森議会運営委員長から本日の議会運営について報告をいただき

ます。 

○議会運営委員長（西森信夫君） おはようございます。 

 それでは、ただいま議長からご指示がありましたので、議会運営委員会から報告を申し

上げます。 

 本日の午前９時から議会運営委員会を開催いたしまして、令和２年第２回臨時議会の運

営について協議をいたしました。 

 本臨時会に町長から提出されている議案は８件であります。 

 なお、本臨時会については、町長からの行政報告はありませんので、令和２年第２回臨

時町議会招集の挨拶を受けることとなっておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 続きまして、会期につきましては、本日１日間といたします。 

 また、議事日程につきましては、お手元に配付の資料のとおりでありますので、ご覧に

なっていただきたいと思います。 

 新型コロナウイルス感染症対策といたしましては、本臨時会においても、マスク着用、

手指の消毒、換気対策など、感染予防のため、引き続き取り組むことといたしました。 

 以上のとおり議会運営委員会で決定いたしましたので、議員ならびに説明員の皆さまの

ご理解とご協力をお願い申し上げ、議会運営委員会からの報告とさせていただきます。 

○議長（須河 徹君） ご苦労さまでした。 

 

    ◎開議の宣告 

○議長（須河 徹君） 本日の出欠報告をいたします。 

 本日は全議員の出席であります。 

 なお、坂本農業委員会会長から本日欠席する旨の報告がありました。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付してあるとおりであります。 

 

    ◎諸般の報告 

○議長（須河 徹君） 日程に入るに先立ち、事務局長に諸般の報告をさせます。 

○議会事務局長（山内啓伸君） 本臨時会の説明員ならびに閉会中の動向につきましては、

印刷の上、お手元に配付のとおりであります。 

 なお、本臨時会に町長から提出されております議件につきましては、議案が８件でござ

います。 

 以上でございます。 
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○議長（須河 徹君） 以上をもって、諸般の報告を終わります。 

 

    ◎会議録署名議員の指名 

○議長（須河 徹君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は

会議規則第１２５条の規定により議長において、２番、泉愉美君、３番、工藤弘喜君を指

名いたします。 

 

    ◎会期の決定 

○議長（須河 徹君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本臨時会の会期は、本日１日間といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（須河 徹君） 異議なしと認めます。 

 よって、会期は１日間と決定しました。 

 

    ◎町長挨拶 

〇議長（須河 徹君） ここで、本臨時会招集にあたり、菊池町長からご挨拶がございま

すので、発言を許します。 

 町長。 

○町長（菊池一春君） ただいま、議長のお許しをいただきましたので、本臨時会招集の

ご挨拶をさせていただきます。 

 本日、第２回臨時町議会を招集申し上げましたところ、全員のご出席をいただき厚くお

礼を申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症につきましては、昨日までで全国１万５，５５３人、道内９

２１人、管内５２人を数え、感染者数は減少しているものの依然として終息する気配は見

せておりません。 

 国では４月７日に７都府県、４月１６日には全国を対象とする緊急事態宣言を発出し、

５月４日にはさらに５月３１日までの延長を決定するとともに、中間では専門家会議の意

見を聴き、期限前の一定範囲での緩和や解除の検討を行うこととされました。 

 さらにまた、今日、北海道一円に緊急メッセージが発議される予定でございます。 

 既に、手元に届きましたので、ご紹介をさせていただきます。 

 札幌市では、緊急事態宣言後も感染の拡大が続いており、日本で最も厳しいとも言える

状況にあります。今、取り組みを徹底しなければ、札幌市から全道に感染が広がり、蔓延

してしまう恐れがあります。そうなれば、皆さんにとって必要な医療が受けられなくなり

ます。こうした事態を避けるため、医療従事者の方々は日夜、懸命に闘っています。札幌

市民の皆さん、道民の皆さんが心を一つにして、今週末は特に「いまできること」をして

ください。そして、「３つの密」を徹底的に避け、感染を予防する「新しい生活様式」に取

り組みましょう。１、札幌市民の皆さんは、とにかく家にいる。２、道民の皆さんは札幌

に行かない。３、道内外の皆さんは都道府県間の行き来はしない。令和２年５月８日、北
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海道知事鈴木直道、札幌市長秋元克広、北海道市長会長山口幸太郎、北海道町村会長棚野

孝夫、以上のメッセージが今日、全道に発表される予定でございます。 

 今の状況を見ていても非常に厳しい状況であるということについては、変わりはないと

ころでございます。 

 本町においても感染防止のための活動自粛によって、計画していた開町１００周年、町

制施行７０年記念事業のＮＨＫ公開録音「真打ち競演」をはじめ、「町民オリンピック」「町

民芸術劇場」のほか、夏の一大イベントであります「ふるさとまつり」の中止が決定した

ほか、小中学校の臨時休校、公民館、スポーツセンターなどの公共施設の休館、そのほか

さまざまな社会活動も中止、延期など大きな影響を受けております。 

 また、不要不急の外出抑制や北海道の休業要請による飲食店等の経済活動も大きな影響

を受けているところであり、今議会では緊急対応期として、緊急に実施する新型コロナウ

イルス感染症対策を提案させていただいています。 

 それでは、本臨時町議会に提案しております議案などの概要を申し述べましてご理解を

賜りたいと思います。 

 まず、一般会計の補正予算案については、新型コロナウイルス対策として、国が進める

一人１０万円の特別定額給付金事業が事務費を含め４億９，７９６万２千円、本町独自対

策として、この間の外出自粛要請に伴う経費や衛生用品の購入などの支援のため、１人５

千円の商品券を配布する事業などに３，５０２万６千円を計上し、総務費全体では、５億

３，２９８万８千円を計上。 

 民生費でも、新型コロナウイルス対策として、子育て世帯の臨時給付金事業で、事務費

とあわせて５８０万円を計上し、一般会計総額で５億３，８７８万８千円の追加補正を提

案させていただいております。 

 次に、国民健康保険特別会計の補正につきましては、新型コロナウイルス感染症対策と

して傷病手当金の１００万円を計上する追加補正を提案させていただいております。 

 次に、条例の制定についてであります。 

 町税条例等の一部を改正する条例、国民健康保険条例の一部を改正する条例、訓子府町

後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を提案させていただいております。 

 次に、財産取得につきましては、スクールバスが２件、学校給食センター配送車とあわ

せて、３件提案させていただいております。 

 以上、議案８件の提案をさせていただいておりますが、議案の詳細につきましては、各

担当課長等から説明させますので、ご審議を賜りますようよろしくお願い申し上げまして、

本臨時議会招集のご挨拶とさせていただきます。 

 

    ◎議案第２４号 

〇議長（須河 徹君） 日程第３、議案第２４号 令和２年度訓子府町一般会計補正予算

（第２号）についてを議題といたします。 

 提出者からの提案理由の説明を求めます。議案書１ページです。 

 企画財政課長。 

〇企画財政課長（篠田康行君） 議案書の１ページをお開きください。 

 議案第２４号 令和２年度訓子府町一般会計補正予算（第２号）の説明を申し上げます。 
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 まず、第１条では、歳入歳出それぞれ５億３，８７８万８千円を追加し、予算総額を歳

入歳出それぞれ４８億６，７０８万６千円とするものでございます。 

 第２項にありますように、この補正の款項の区分ごとの金額等につきましては、次のペ

ージの第１表のとおりでありますが、これにつきましてはご覧いただくこととし、この後

３ページ以降の事項別明細書により説明させていただきます。 

 それでは、早速、事項別明細書の説明をさせていただきますが、歳出を中心に行い、最

後に歳入の説明を行いたいと思います。 

 まず、歳出の４ページをご覧ください。 

 ２款、１項、８目、企画費の事業区分、特別定額給付金事業では、国の１０割補助の事

業で、町が実施主体となり、基準日の４月２７日において住民基本台帳に登録されている

者へ１人につき１０万円を給付する事業です。 

 まず、報酬では、給付事務に要する事務補助員の報酬として８６万３千円の追加。 

 職員手当等では、職員の時間外手当として１７６万６千円の追加。 

 旅費では、道との連絡調整に係る職員旅費として５千円の追加。 

 需用費では、消耗品費、車両燃料費、印刷製本費として合わせまして７６９万４千円の

追加。 

 役務費では、通信運搬費、手数料、広告料として、合わせまして１４４万６千円の追加。 

 委託料では、給付に要するシステム導入費としまして９９万円の追加。 

 使用料及び賃借料では、電子複写機借上料、印刷機械借上料として、合わせまして３９

万８千円の追加。 

 負担金、補助及び交付金では、特別定額給付金としまして４億８，４８０万円の追加で

す。 

 次のページの８目、企画費の事業区分、新型コロナウイルス対策事業ですが、需用費の

消耗品費では、町外に住む学生が新型コロナウイルスの影響でアルバイト収入の減少や保

護者の収入が減少し仕送りが厳しくなっている可能性もありますことから、学生を応援す

ることを目的としまして、お米などを届ける「学生応援ふるさと小包事業」を実施しよう

とするもので、その品物にかかる経費４６万７千円。 

 他に、新型コロナウイルス感染予防対策としまして、町でマスクをさらに２万枚備蓄す

るため１３２万円とし、合わせまして１７８万７千円の追加。 

 役務費では、先ほどご説明しました「学生応援ふるさと小包事業」の品物を送る送料と

しまして１４万５千円と、他に「新型コロナウイルス感染予防対策生活支援事業」を実施

し、町民においても日常的に感染予防対策に取り組まれており、各家庭への生活支援とし

て１人５千円の商品券を配布しようとすることから、その商品券の郵送料として８６万９

千円で、合わせまして１０１万４千円の追加です。 

 委託料では、先ほど説明いたしました「新型コロナウイルス感染予防対策生活支援事業」

にかかる事務費と商品券代となりますが、配布を商工会に委託することから２，４７２万

５千円の追加。 

 負担金、補助及び交付金では、「経営継続支援事業補助金」を実施し、新型コロナウイル

スの影響により、売り上げが減少している飲食業、宿泊業、観光業者を対象に、今後も町

内で経営を継続することを条件としまして、２５件の事業者に対して一律３０万円を補助
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しようとするもので７５０万円の追加となっております。 

 その下の表の３款、２項、１目、児童福祉総務費、事業区分、子育て世帯臨時特別給付

金事業ですが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援する目的で児

童手当受給世帯に臨時特別の一時金が６月定期払いに合わせて対象者１人当たり１万円支

給されるもので、事業費につきましては、こちらについても国の１０割補助となっており

ます。 

 職員手当等では、職員の時間外手当として３万４千円の追加。 

 旅費として３千円の追加。 

 需用費では、印刷製本費４千円の追加。 

 役務費では、通信運搬費２万６千円の追加。 

 委託料では、システム導入費として４９万３千円の追加。 

 負担金、補助及び交付金では、対象者に対する子育て世帯臨時特別給付金５２４万円の

追加となります。 

 その下の表は、今回、特別定額給付金事業と子育て世帯臨時特別給付金事業で会計年度

任用職員として事務補助職員を雇用し、報酬の補正予算の提案をさせていただいておりま

す。これにより、給与費明細書も変更になっておりますので後ほどご覧いただきたいと思

います。 

 次に、３ページに戻りまして、歳入になります。 

 上の表の１４款、２項、１目、総務費国庫補助金では、歳出のところで説明しました特

別定額給付金事業の補助金としまして４億９，７９６万２千円を追加。 

 ２目、民生費国庫補助金では、子育て世帯臨時特別給付金事業補助金として５８０万円

の追加。 

 その下の、１８款、１項、１目、財政調整基金繰入金では、予算の財源調整として３，

５０２万６千円の追加となっております。 

 最後に、別に配付しております資料１の財政調整基金及び特定目的基金の保有状況（見

込）をご覧いただきたいと思いますが、今回の補正予算の結果、一般会計の基金保有高見

込みは、右側の下から４行目にありますように３５億５，１９０万２千円となっておりま

す。 

 以上、令和２年度訓子府町一般会計補正予算（第２号）の内容について、説明をさせて

いただきました。ご審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（須河 徹君） 提案理由の説明が終わりました。 

 これより、質疑を行います。１人３回まで質疑を行えます。 

 ご質疑ありませんか。 

 ３番、工藤議員。 

○３番（工藤弘喜君） ３番、工藤です。それでは、１、２点ちょっとお伺いしたいんで

すけれども、まず、これは本町独自の、５ページに関わることですけれども、本町独自の

新コロの対策事業ということだと思うんですが、この中で、いわゆる何て言うんですか、

経営継続支援事業補助金という、７５０万円の関係ですけれども、この中の売り上げ減少

の２５件ということなんですが、この売り上げ、いわゆる基準と言いますか、どういう減

少、どの程度の減少でというか、そういうその基準はどういうふうになっているのかとい
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うことを１点。 

 それから、もう一つは、この２５件の中に、例えば、先ほど説明がありましたように、

飲食業だとか旅館とか宿泊業というんですか、そういうことも含めて、その他に、例えば

福祉施設がありますよね、もりの風ときらきら本舗、この二つの事業所も含めて、いろん

な事業も、いわゆる自賄というか、そういう形でもやっておられるんですけれども、この

新コロの関係、影響も含めて、その辺ないのかどうか、そういうことについても検討され、

この２５件の中に含まれるのかどうかも含めて、ちょっと考えを聞かせていただきたいな

と思います。 

 以上です。 

○議長（須河 徹君） 元気なまちづくり推進室長。 

○元気なまちづくり推進室長（坂井毅史君） 今、経営継続支援事業補助金７５０万円の

売り上げの基準ということでしたけども、今回につきましては、先ほど説明しました飲食

業、宿泊業、それから観光業ですけども、大きな影響を受けている、直接的に影響を受け

ているだろうということでの取り急ぎの補助ということで、売り上げが何十パーセントか

とかっていうことではなくて、一律に３０万円給付するということで考えております。 

 それから、業種のですけども、今のところ押さえているのは、飲食業で１８件、それか

ら宿泊業で２件、観光業で１件で、合計で２１件になりますけども、町で抑えきれてない

部分もあることを想定しての２５件で、総額で上げさせていただいています。今、きらき

ら本舗ともりの風ということでお話ありましたけども、きらきら本舗につきましては、た

んぽぽ、役場庁舎に喫茶ありますけども、そこが飲食業のとこに該当するということで、

そこには補助を予定をしております。もりの風については、ここの今の業種には該当して

おりませんので、今回の補助金については、今のところ対象ではないということになりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（須河 徹君） ご質疑ありませんか。 

 工藤弘喜君。 

○３番（工藤弘喜君） ２回目の質問になるんですが、今のことに関わってなんですが、

たんぽぽさんについては飲食業ということも含めて考えると当然そこに含まれるというこ

となんですが、もう一つはやっぱりもりの風にしましても、外注でさまざまな仕事、例え

ばその中身が今現時点でどういう仕事を受けているか、ちょっと詳細なところはわかりま

せんけれども、そういう部分での、いわゆる仕事の減少といいますか、そういったことも

あり得るとしたらね、やっぱりそういうことも含めて考えてあげていいのかなというふう

な思いもしますんで、そういう実態をやっぱりきちんと捉えていただきたいなというふう

に思います。そういう面では、今後に向けてね、取り組みも含めて、この中の事業の中で

進めていただきたいなということであります。 

 それともう１点、歳入の方に関わることなんですが、３ページで出てましたけれども、

直接今回はこの中で触れてはいませんけれども、地方創生臨時交付金というのが大きな財

源になるというふうになってくると思うんです。この町独自の事業ということになれば。

その辺も含めて、これが例えばこの新型コロナウイルス対策事業の本町としての財源の要

になる部分ではないかなというふうに思いますので、その辺の見通しも含めて、これは全



- 9 - 

 

国的には１兆円、あるいは１兆円を上回るものということで、日々こう出てますけれども、

本町として、どの程度の臨時交付金を見込んでいるのかどうか、そしてその有効活用も、

これはもう第２弾、第３弾も含めて、当然あり得ることですので、そういったことも含め

た検討がされているのかどうかをお伺いいたします。 

○議長（須河 徹君） 町長。 

○町長（菊池一春君） まず、一つはですね、今回のこの特別のものについてはですね、

１０万円はもちろんですけれども、私どもとして一番影響の受けている飲食業、それから

観光等々のですね、旅館業含めてということです。基準はないです。率直に言いまして。

減収がなんぼかっていうことは、ちょっと避けようと、今回。できるだけ一番、商工会の

調査等々の結果も見てですね、影響を受けている業界に大家、店子含めて３０万円をまず

給付しようと。これはですね、国のやり方を見ていてですね、非常に手続が面倒だとか、

いろんなことがありますから、その点でいくと、これについては、まずは第一弾として、

今言った２１件でしょうか、これをきちんと適切に早く支出するという基本的な考え方に

基づいてやっているということですので、その中にたんぽぽは入っています。もりの風に

ついてはですね、これは福祉施設含めてですね、施設長に静寿園も含めて直接来ていただ

いて、状況の把握に努めた中で今回は含めていないということが状況ですから、さらに今

後の中でこういった必要性があった時には、即、対応するということになるんではないか

なというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと。 

 それから、１兆円の交付金ですけれども、本町としては、今の段階で６，１４３万２千

円が本町にもう支払われているという予定ということですので、これは適切にまたさらに

これらの本町独自で支出している部分、これからも予想されることも含めてですね、適切

に対応していきたいと考えています。 

○議長（須河 徹君） ご質疑ありませんか。 

 ５番、河端議員。 

○５番（河端芳惠君） ４ページの定額給付金のところで何点か質問させていただきます。

これは今現在４，８４８人の人口っていうことで算出されていると思うんですが、この基

準日はいつなのか、またこれから出生される方、既に母子手帳をもらって、そういう方は

今回対象にはならないと思いますが、そういう方に町独自で何かできないのかっていうこ

とと、それと今、申請したら、いつ手元に届くのかというのが、町民の方の大きな関心だ

と思いますが、その町民の方が手に入る時期は具体的にどのぐらいの日数がかかるのか。

既に東川町では金融機関の無利子融資として、金融機関とタイアップして既に貸し付けと

いう形で取り組みされて、既に利用者も多いようですが、そのような取り組みだとか、い

ろんな迅速に手元に届けれるような手立てというのはないのか伺います。 

○議長（須河 徹君）企画財政課長。 

○企画財政課長（篠田康行君） まず１点目のですね、基準日、４月２７日の住民基本台

帳で登載されている方が対象になるんですが、ご意見のとおり、その後に生まれた２８日

以降にですね、出生された方については対象にはなりません。町独自というお話があった

んですが、現在のところ、そういったことは想定して考えておりません。 

 ２点目のですね、いつ頃給付がされるのかということなんですが、今、私どものスケジ

ュールでいいますと、まずですね、５月２０日頃までにはですね、皆さまのところにです
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ね、申請書届くように、今動いておりまして、支給につきましては、第１回目がですね、

５月の２２日には支給するように準備を進めているところでございます。 

 それと３点目の東川町の融資などの対応でですね、迅速なという支給ができないのかと。

何かできないのかというご質問だったんですけれども、これちょっと制度的なお話をさせ

ていただきますが、ＤＶ、ドメスティックバイオレンスですね、これらで住民票が置いて

ある町と違うところに居住されている方、この方につきましては、一応、全国一律の原則

の期間がありまして、４月３０日まで避難されている自治体に申し出をするということに

なっております。それで、その申し出を受けた自治体はですね、５月１日から５月８日、

今日までですね、今日までの間にその連絡調整をするということになっております。です

ので、その前にですね、支給をしてしまうと支給停止かけることができるのができなくな

ってしまいますので、事務の手続きとしましては、今日の終日を待って対象者を確定させ

てから次の事務作業に入るといったことが適当ではないかと考えておりますので、そのよ

うな事務を粛々と進めさせていただきたいと思っております。 

○議長（須河 徹君） ご質疑ありませんか。 

 西山議員。 

○１０番（西山由美子君） １０番、西山です。今の定額給付金について、もう１点伺い

ます。 

 世帯数を教えていただきたいと思います。 

 それと今、ＤＶの関係のお話されましたが、４月２４日から４月３０日までが申出期間

中と広報の中に折り込みの中に書いてありましたが、本町において、その該当があるのか

どうかお伺いいたします。 

○議長（須河 徹君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（篠田康行君） まず、１点目の世帯数です。世帯数につきましては２，

０９６世帯でございます。 

 それと２点目のですね、該当があるかということにつきましてはですね、この場ではち

ょっと控えさせていただきたいと思います。 

○議長（須河 徹君） ご質疑ありませんか。 

 余湖議員。 

○８番（余湖龍三君） ８番、余湖です。一つだけお伺いします。二つです。 

 特定、今話題になっております特定定額給付金事業についてお伺いします。今の質問の

答えでは、５月２０日頃申請書が届くという形で進めているんだということで、私として

は訓子府町の場合はもっと早くやってくれるんじゃないかなと。十何日にはもう出す体制

があるというふうなこともお聞きしてたんですけれども、これ貸し付けでやっている東川

とか湧別とかありましたけども、そういうのとは別にしても事務処理の問題じゃないかと

思いますんで、今日、基本的には今日、臨時会が通れば、もうすぐ申請書を各世帯に送れ

るんじゃないかと思ったんですけども、２０日というようなことでいきますと、これから

申請書を作るとか、そういう段階なのかなということで、いろんな臨時職員とかシステム

とか、いろいろあるとは思いますけども、そこら辺については、やはりそういう今、２０

日という話を聞くとどうしても遅いんじゃないかなというふうに感じてしまうんですけど

も、そこら辺の見解をお聞きしたいと思います。 
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 それともう一つ、企画費の中で、アルバイト学生に対する応援ということで、ふるさと

小包で品物を送ると。４７万円程度ということですけども、これについて、対象者の人数

といいますか把握はどういうふうになっているのか、その点もお伺いします。 

 以上です。 

○議長（須河 徹君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（篠田康行君） まず１点目のですね、もう少し事務を早く進められない

のかということですけども、もう少し詳しく事務スケジュール申し上げますが、今日を待

ちまして、この後ですね、システム改修費計上させていただいておりますが、このシステ

ム改修をすぐに行います。その作業がですね、来週の火曜日に終わりまして、その後にで

すね、対象者に申請書を印刷して封詰め等も作業して発送につきましては１５日から発送

を始めたいと思っております。いっぺんに届きませんので、一番最後でも２０日ぐらいま

でになってしまうかということで一番後ろの日にちを申し上げさせていただきました。そ

れでですね、ほかの、今おっしゃられた湧別とか東川の例あったんですけれども、先ほど

申したとおりですね、迅速かつ的確に国の方でも支給しなさいということが言われていま

すが、迅速はもちろんなんですが、迅速でも的確が伴ってないと、いろいろと問題がある

と思いますので、そこの辺りをご理解願いたいなと思ってございます。 

 それと学生の小包ですね、応援の小包の対象者ですけれども、一応、卒業生、年齢は大

体、数値、理論的に出してみて９０名をみておりますが、９０名を応募の形で受け付けて、

応募のあった方に送らせていただくといった方法をとりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（須河 徹君） 余湖議員。 

○８番（余湖龍三君） ８番、余湖です。今のことについて、よくわかりました。給付事

業について、そういう形でいくということがわかったんですけども、ですから今、今日の

臨時会が通らなければ、そのシステム改修が認められないから今日以降になるということ

だとすれば、それはちょっと早く出すつもりがあるならば、やはりそういうシステム改修

とかそういうのは事前にできることじゃないかなと私は思い、お金のこと以外でいけば、

先にやって、やはりそういう準備をしてでも１日でも早い、１週間でも早い配布ができる

ような形をとるべきじゃなかったと思うんですけども、そこら辺を詳しく、もう一言お願

いしたいと思います。 

 それと今、二つ目の学生９０人ということで、これは申し込みを受けるということで、

事前にその連絡といいますか、広報的なものというのは、どういう方向でするのか教えて

ください。 

○議長（須河 徹君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（篠田康行君） まず１点目のですね、システム改修、もう少し早くでき

ないのかというご意見でしたけれども、これはですね、国の方からもですね、できるだけ

早く着手してほしいということで連絡は受けておりますので、これから頼むのではなくて

ですね、実はもう準備はかなりシステム会社の方にはお願いしているところです。それと

先ほどの申した人数の確定とですね、そのシステム改修作業、合わせまして、この１２日

がどうしてもこの日じゃないとできないという調整をしておりますので、ぎりぎりになっ

て始めている訳ではなくてですね、そこの辺、既に動き出しているということをご理解願
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いたいと思います。 

 それと学生の応援小包なんですが、一応、６月号の広報でホームページ等ですね、あと

他にも町内にある新報さんとか使ってですね、募集かけまして、６月いっぱいの募集期間

をまず設けて、その後に発送作業に入ろうかと思っております。 

 以上です。 

○議長（須河 徹君） ご質疑ありませんか。 

 ７番、山田日出夫君。 

○７番（山田日出夫君） ７番、山田です。一つだけお聞きします。４ページの特別定額

給付金、対象者の把握は今、るる説明ありましたけども、申請主義だということなんです

よね、それで国の財務大臣がほしい人が手を挙げればいいような発言もあって、ちょっと

庶民感覚にかけ離れてるなと私は非常に情けない感じを受けましたけども、全国津々浦々

申請主義ということであれば、申請しにくい住民は必ずいると思うんですよね、そういっ

た対策は考えているんだろうか。この給付金というのは、もう全国民に広く早く行きわた

るようにというのが一番の狙いだと思います。だから申請しにくい、例えばお年寄りだけ

の世帯だとか、いろいろいるかもしれません。その対策はどうなっているか。もう申請主

義なんていうのは名ばかりにしてほしいんですよね、申請主義なんていうのは名ばかりに

してほしい。全員が余湖さんの意見ともちょっと似てるとこあると思うんだけども、早く

行きわたることにどのような対策をされるかお聞きします。 

○議長（須河 徹君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（篠田康行君） まず、大原則としまして、一般的な送付して申請される

方はされるということなんですけれども、おっしゃるとおりですね、体がご不自由で自分

で申請されない場合、そういったことも当然あるかと思います。一応、制度上ではですね、

ご本人による申請が困難な場合はですね、４月２７日時点で申請者の属する世帯の世帯構

成者、それから法定代理人、その他、平素から申請受給対象者の身の回りの世話をしてい

る方で町長が認める方ですね、この中にはですね、民生委員等も含まれております。です

のでまず一旦ですね、申請書を送っていただいた後に、まだ、１００％をできるだけ目指

したいと思っておりますので、また再通知させていただく予定です。それでもどうも出て

こないということであればですね、その出てこない申請されていない方の中身をちょっと

みさせていただいて、何らかの措置をですね、考えていこうかと思っていますので、ご理

解願いたいと思います。 

○議長（須河 徹君） ご質疑ありませんか。 

 ７番、山田日出夫君。 

○７番（山田日出夫君） ぜひ、丁寧な対応をお願いしたいと思います。支給率というか

申請率というか言い方わかりませんけども、これらも限りなく１００に、１００％に近く

ないと本末転倒になると思うんですよね、この制度自体が。それは行政の姿勢が問われて

いると思います。私この緊急の時にどういう丁寧な仕事ができるか、すべきか、本当に僕

は願っているし信じていますけども訓子府町は。ぜひとも丁寧な、しかも早くですね、対

応していただきたいと思います。今、少しの方法、一つの形示されましたけども、町長何

かありましたら、町長にお伺いしたいと思います。 

○議長（須河 徹君） 町長。 
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○町長（菊池一春君） 山田議員の言うとおり、おっしゃるとおりでございますので、事

務方含めて、もうこの間、最善の努力をしてるつもりでございますし、それから行き届か

ない、あるいは受け取らないなんて方も出てくるやもしれませんので、これらも含めて丁

寧に対応していきたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（須河 徹君） ご質疑ありませんか。 

 ６番、西森議員。 

○６番（西森信夫君） ６番、西森です。商品券の取り扱い業務に関して質問したいと思

います。これ全町民に１人これ５千円という話だったと思います。以前、副町長から５千

円を配るんだっていうことが商品券に変わったような説明がありましたが、これに関して、

訓子府町内の商店、すべての商店が使えるような商品券なのか、限定される商品券なのか、

商工会で出しているようなプレミアム商品券とは違うのか、そこら辺の詳細を説明お願い

します。 

○議長（須河 徹君） 元気なまちづくり推進室長。 

○元気なまちづくり推進室長（坂井毅史君） 今、商品券のお店ということだったんです

けども、お店については、商品券、新しく印刷かけます。これから今、募集始めるんです

けども、商工会に入っている会員以外でもすべて、お店の方がやってくれるという条件な

んですけども、やっていただけるということでご了解いただければ使えるようにはしたい

と考えています。 

 それから例えば施設の方、静寿園とかに入っている方でしたら、買い物とかなかなかで

きない部分もありますので、施設の利用料や病院の受診などについても、そこの施設とか

病院が了解いただければですけども、使えるようにはしたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（須河 徹君） ご質疑ありませんか。 

 １０番、西山由美子君。 

○１０番（西山由美子君） １０番、西山です。今の商品券に関連して１点お伺いします。

これは今、その商品券を使えるところをこれから、この議会後に、議決後に募集をかける

ということですが、その日程的なものと、それからこの商品券が給付金と同じ、その日に

ち、住民票の関係はどういうふうになって、同じなのか、それから同時に発送するのか、

そこら辺のこれからの日程的なものを答えていただきたいということと、５千円の商品券

の使用期間などもお願いいたします。 

○議長（須河 徹君） 元気なまちづくり推進室長。 

○元気なまちづくり推進室長（坂井毅史君） まず、基準日ですけども、５月１５日に発

送予定となっておりまして、そこまで、５月１５日基準で商品券発行したいと思っており

ます。それから日程、今日、今、議会でご承認いただければ、今日以降、お店の方、商工

会員については、商工会の方にもご協力いただきながら、それ以外については、新報さん

１３日発行ですか、それの全戸配布ありますんで、そこでのチラシの折り込みと、あと前

回、プレミアム商品券発行しておりますけども、そこの対象については職員で回って、今

回もやっていただけますかということでお願いには伺おうと思っております。 

 商品券の使用期限ですけども、９月の３０日までを期限としております。 

 以上でございます。 
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○議長（須河 徹君） ご質疑ありませんか。 

 ９番、仁木議員。 

○９番（仁木義人君） ５ページの８の企画費の中の、先ほどお話あった、経営継続支援

事業の補助金の７５０万円なんですけども、今回もちろん飲食店、宿泊、観光っていう部

分が大きなダメージがありまして、取り急ぎっていうお話があったんですけど、私の方も

ちょっと商工会に問い合わせして、どれぐらいの町内の業者の方が売り上げがっていうの

はわからない部分なんですけど、かなり今回の部分で小売業ですとか、今回の飲食ですと、

今回対象に含まれないお店、商店というのもかなりダメージがあるんですけど、これから

いろいろな部分での補助ってあるんですけど、この取り急ぎの部分に含まれるという予定、

話はなかったんでしょうか。 

○議長（須河 徹君） 元気なまちづくり推進室長。 

○元気なまちづくり推進室長（坂井毅史君） 今、小売業と、先ほど３業種ですか、挙げ

た以外のっていうことだったんですけども、まずは大きな影響を受けているだろう、この

３業種に絞ったということで、ほかにも小売業とか製造業などでも影響を受けているとい

う話もお聞きしますので、それについては、今回、対象じゃありませんけども、国や道、

国とかでも例えば融資ですとか、今、無利子の、あと据え置きとかっていうの新しく出て

きたりしていますので、その辺の状況も見ながら、出来る限り早期に対応していきたいと

考えております。 

○議長（須河 徹君） ご質疑ありませんか。 

 ５番、河端議員。 

○５番（河端芳惠君） 今の企画費の中の商品券取り扱い、これについてなんですが、こ

れの対象地域が飲食、宿泊、観光ということですが、訓子府の小売店の中でも学校給食に

納品しているところが、学校休みになって、材料を納品できなかったりして、大変困って

いる小売業者もいると思います。それで、その業者、訓子府にそんなに何件もありません

が、その業者もぜひこの対象に入れてほしいなって思いますが、いかがですか。 

○議長（須河 徹君） よろしいですか、はい。 

○５番（河端芳惠君） 商品券はすべての店で使えるということですね、わかりました。

すいません。 

○議長（須河 徹君） ご質疑ありませんか。 

 町長。 

○町長（菊池一春君） 商品券の５千円はですね、最初、メロンスタンプ、メロン券を使

おうかと思った。だけど、それやると入っていないところも結構あるんですよ。それで独

自に商品券作ろうと。これは例えばさっき室長からも言いましたように、静寿園に入所し

てる方が買い物行けないじゃないかと。例えばそれの入所料の料金にこの商品券を使うこ

とができないかと。こういったことも含めてですね、商工会で入っている方々、さらに枠

を広げて、広く使っていただける。例えばセブンイレブンもセイコーマートもそうでしょ

うし、農協もそうでしょうし、いろんな業界の方々に協力をいただいて、より広くこの５

千円が活用していただけるような状況をできるだけ早くしたいと。商工会に加盟されてい

る方はもう即ご理解いただけると思うんですけども、ですから給食関係でやっている業界

も含めて、そこのお店で買い物することは十分できることですので、ご理解いただきたい
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と思います。 

○議長（須河 徹君） ご質疑ありませんか。 

 質疑がないようですので、これをもって質疑を終了いたします。 

 これより討論を行います。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

 討論ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（須河 徹君） 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

 討論ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（須河 徹君） 討論がないようですので、これをもって討論を終了いたします。 

 これより、議案第２４号の採決を行います。 

 本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（須河 徹君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第２７号、議案第２５号 

〇議長（須河 徹君） この際、日程第４、議案第２７号、日程第５、議案第２５号は、

関連する議案なので、一括議題といたします。 

 各案に対する提出者からの提案理由の説明を求めます。 

 まず、議案第２７号 国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についての提案理

由の説明を求めます。議案書２５ページです。 

 福祉保健課業務監。 

○福祉保健課業務監（今田朝幸君） それでは、議案書の２５ページをお開き願います。 

 議案第２７号 国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説

明をさせていただきます。 

 国民健康保険条例（昭和３４年条例第６号）の一部を改正する条例を次のように制定し

ようとするものであります。 

 今回の改正につきましては、国の新型コロナウイルス感染症対策本部が決定しました新

型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策の中で、被用者が発熱等の症状があり、感染

が疑われる場合を含め、感染等した場合に休みやすい環境を整備することが重要であると

のことから、国民健康保険において、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用

者に傷病手当金を支給する内容が盛り込まれ、国や道から市町村等に傷病手当金の支給に

向けた条例整備について要請されているものでございます。今回の改正は、特例的、時限

的な対応であることから、本則ではなく附則で改めることとし、制定附則を今回の追加規

定も含めた条建てに置き換えた改正としてございます。 

 改正の概要ですけども、国民健康保険の被保険者であります被用者のうち、次に該当す

る場合に傷病手当金を支給するものでございます。 

 給与の支払いを受けている方が新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状
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があり感染が疑われる場合に限り、療養のため労務に服することができない方が対象とな

ります。 

 支給対象となる日数につきましては、労務に服することができなくなった日から起算し

て３日を経過した日から労務に服することができない期間で、ただし、給与収入の全部ま

たは一部を受けることができる方に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手

当金を支給しません。なお、受けることができる給与収入の額が規定により算定されます

傷病手当金の金額より少ないときは、その差額を支給するものでございます。 

 １日当たりの支給額につきましては、直近の継続した３か月間の給与収入の合計額を就

労日数で除した金額の３分の２とし、支給適用期間は、令和２年１月１日から規則で定め

る日とし、最長１年６か月までとするものでございます。 

 このページの下の説明欄になりますけども、今回の改正につきましては、新型コロナウ

イルス感染症に感染または感染が疑われる症状が現れたことにより療養し、労務に服する

ことができない被保険者で、給与の支払いを受けているものに対して、一定期間に限り、

傷病手当金を支給するため、改正をしようとするものでございます。 

 それでは、記以下について、別紙２６ページをご覧いただきたいと思います。 

 国民健康保険条例の一部を改正する条例。 

 国民健康保険条例（昭和３４年条例第６号）の一部を次のように改正する。 

 附則を次のように改める。 

 新旧対照表を載せてございますので、２８ページをご覧いただきたいと思います。 

 表の右側が現行、左側が改正案となっております。改正部分に下線を引いてございます。

先ほど、改正の概要につきまして説明させていただきましたので、ここでは附則条文で定

める事項としまして、まず、第１条には、制定附則の施行期日を。 

 第２条には、「新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金」に関

する事項としまして、対象者、支給対象となる日数、支給額、支給適用期間の規定を。 

 第３条、第４条には、傷病手当金の対象者が給与等の全額または一部を受けている場合

等の規定となってございます。 

 ２７ページにお戻りいただき、附則で施行期日について規定してございます。 

 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第２条から第４条までの規定は、傷病

手当金の支給を始める日が令和２年１月１日から規則で定める日までの間、適用するもの

でございます。 

 以上、議案第２７号 国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、提案理

由の説明をさせていただきました。ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（須河 徹君） 次に、議案第２５号 令和２年度訓子府町国民健康保険特別会計

補正予算（第１号）についての提案理由の説明を求めます。議案書７ページです。 

 福祉保健課業務監。 

○福祉保健課業務監（今田朝幸君） 議案書の７ページをお開き願います。 

 議案第２５号 令和２年度訓子府町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について、

提案理由の説明をさせていただきます。 

 今回の補正につきましては、今申しました条例改正でもお話しましたけども、新型コロ
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ナウイルス感染症に感染、または感染の疑いのある国民健康保険被保険者であります被用

者に対する傷病手当金支給に伴う関係経費を補正するものでございます。 

 令和２年度訓子府町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるものとし、

第１条にありますように１００万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ８億４，１

９０万円とするものであります。 

 第２項の補正の款項の区分ごとの金額等につきましては、８ページの第１表 歳入歳出

予算補正の表のとおりでございますので、ご覧をいただくこととし、内容につきましては、

９ページの事項別明細書により説明させていただきます。 

 ９ページの方をご覧いただきたいと思います。 

 下段の歳出から説明させていただきます。 

 ２款、６項、１目、保険給付費の傷病手当金は、今回、新規科目となりますけども、新

型コロナウイルス感染症に感染、または感染の疑いのある被保険者に対する傷病手当金の

支給にかかる費用３名、３か月分としまして、１００万円を計上するもので、この算出根

拠ですけども、厚生労働省から示されております１か月当たりの対象者数および支給額の

算定方法に基づいて算出させていただいてございます。 

 上段の歳入の方ですけども、２款、１項、１目、２節、特別交付金の特別調整交付金分

（市町村向け）ですけども、歳出の方の説明させていただきました傷病手当金の支給にか

かる費用につきましては、全額、国からの特別調整交付金で措置されますことから、歳出

と同額の１００万円を追加するものであります。 

 以上、令和２年度訓子府町国民健康保険特別会計の補正予算の内容について、提案理由

の説明をさせていただきました。ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上

げます。 

○議長（須河 徹君） 以上で提案理由の説明が終わりました。 

 これより一括議題の議案第２７号、議案第２５号の質疑、討論、採決に入ります。 

 一括議題の質疑に当たりましては、議事進行上、会議規則第５５条ただし書きを適用し、

議長が指定した議案ごとに１人につき２回まで質疑をすることを許します。 

 はじめに、議案第２７号の質疑を許します。 

 ご質疑ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（須河 徹君） 質疑がないようですので、議案第２７号の質疑を終了いたします。 

 次に、議案第２５号の質疑を許します。 

 ご質疑ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（須河 徹君） 質疑がないようですので、議案第２５号の質疑を終了いたします。 

 以上をもって、一括議題の質疑を終了いたします。 

 これより一括議題の討論を行います。 

 討論にあたっては、議案番号を指定してから討論願います。 

 討論ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（須河 徹君） 討論がないようですので、これをもって討論を終了いたします。 
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 これより、一括議題の議案第２７号、議案第２５号の採決をいたします。 

 討論のなかった案件については、一括採決をいたします。 

 議案第２７号、議案第２５号は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（須河 徹君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２７号、議案第２５号は、いずれも原案のとおり可決されました。 

 ここで昼食のため、休憩いたします。 

 午後は１時から行いますので参集願います。 

 

休憩 午後１２時０５分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（須河 徹君） それでは、定刻になりました。 

 休憩を解き、会議を継続いたします。 

 

    ◎議案第２６号、議案第２８号、議案第２９号、議案第３０号、議案第３１号 

〇議長（須河 徹君） 次に、日程第６、議案第２６号、日程第７、議案第２８号、日程

第８、議案第２９号、日程第９、議案第３０号、日程第１０、議案第３１号を議題といた

します。 

 各案に対する提出者からの提案理由の説明を求めます。 

 まず、議案第２６号 町税条例等の一部を改正する条例の制定についての提案理由の説

明を求めます。議案書１０ページです。 

 町民課長。 

○町民課長（元谷隆人君） 議案第２６号 町税条例等の一部を改正する条例の制定につ

いて、提案理由を説明させていただきます。 

 町税条例（昭和２５年条例第８号）等の一部を改正する条例を次のように制定しようと

する。 

 今回の条例改正は、本年４月１日に地方税法の一部を改正する法律および地方税法施行

令などの一部を改正する政令が施行されたことに伴い改正するものです。 

 それでは、記以下について、ご説明させていただきます。 

 改正条文については、１１ページから１条、２条、３条建てで、議案書１９ページまで

記載されております。長文かつですね、複雑であるため、２０ページ以降の「町税条例等

の一部を改正する条例の概要」により、主な改正点のみ説明させていただきます。 

 それぞれ項目の表の下に適用日、施行日を記載しておりますが、この説明は省略させて

いただきます。 

 それでは、第１条による改正を説明します。 

 項目１の個人の町民税の非課税の範囲（第２４条）は、前年の合計所得金額が１３５万

円以下で児童扶養手当の支給を受けている方を対象にしているひとり親だったんですけれ

ども、児童扶養手当の支給に限らずひとり親を対象とする規定の改正でございます。 

 項目２の所得控除（第３４条の２）は、所得控除にひとり親の規定を追加し、合計所得
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金額が４８万円以下で生計を一つにする子どもを有し、かつですね、前年度の合計所得金

額が５００万円以下であれば３０万の所得控除を創設するものでございます。 

 また、寡婦控除、寡婦、婦人の方でございますけども、合計所得金額が５００万円を超

えてても、扶養親族があれば２６万円の所得控除がありましたが、今回この規定を対象外

にするものでございます。 

 ずっと飛びまして、項目７でございます。項目７の固定資産税の納税義務者等（第５４

条）は、固定資産の所有者が不明な場合、一定の調査をしても不明の場合については、そ

の使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その旨を使用者に通知し、そ

の者に課することができる規定でございます。 

 二つ飛びましてですね、項目１０のことに説明させていただきます。項目１０の現所有

者の申告（第７４条の３）は、新設された規定でございまして、登記簿上の所有者が死亡

し、相続登記がされるまでの間、当該土地、家屋を現に所有している者に対して、賦課徴

収に必要な事項を申告させることができる規定でございます。 

 飛びまして、項目１２です。たばこ税の課税標準（第９４条）は、軽量な葉巻たばこ、

シガーと言われるものなんですけども、この課税標準について、現在の葉巻たばこという

のは、重量課税でございまして、製品重量が１ｇを紙巻たばこ１本と換算して課税してお

ります。このシガーの製品重量は非常に軽量なため、税負担がとても低くなっておりまし

て、この製品を令和３年１０月１日から紙巻たばこと一緒のように、１ｇ未満を１本と換

算するため、２段階において増税することとなっております。令和２年１０月１日から１

段階目として、税率は０．７ｇ未満、０．７本に改正する規定でございます。 

 飛びまして、項目１６です。課税額（１４２条）は、地方税法施行令の改正に伴い、国

民健康保険税の医療分である基礎課税の限度額が、限度額ですね、現行６１万円から２万

円引き上げて６３万円にするものでございまして、介護納付金課税の限度額、現行１６万

円から１万円を引き上げることになります。 

 これにより、後期高齢者支援分の限度額１９万円と合わせまして限度額が現行９６万円

から３万円増額し９９万円となるものでございます。 

 項目１７の国民健康保険税の減額、第１６３条は、軽減所得判定基準を改正するもので

ございます。５割軽減基準額は、基礎控除額３３万円に加えて、被保険者、特定同一世帯

所属者数を乗じる額が２８万円から５千円引き上げまして２８万５千円にするものでござ

います。 

 続いて、２割軽減基準額は、基礎控除額３３万円に加えて、被保険者、特定同一世帯所

属者数を乗じる額を５１万円から１万円引き上げて５２万円にするものでございます。 

 項目１８の延滞金の割合等の特例（附則第３条の２）と項目１９の納期限の延長に係る

延滞金の特例（附則第４条）は、法人町民税の延滞金について、納期限の延長の適用を受

けた場合の延滞金は、現在ですね、各年の平均貸付割合に現行１％で加算しています。２．

６％なんですけど今は。これを１％引き上げする分０．５％にするものでございます。 

 続いて２２ページです。 

 項目２１の法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合（附則第１０条の２）は、

わが町特例でありまして、この中の第２項の大気汚染防止法の飛散物質排出抑制施設があ

ったんですけど、これを削除し、５項にありました再生エネルギー発電設備の水力発電設
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備、５，０００ｋｗ以上なんですけれども、この特例率がですね、法の新設されたことに

より、３分の２から３分の４に変更したため、新しく法に新設されたんですけれども、こ

れを８項に定めたことによる条項ずれですかね、そういったことでございます。 

 それから、項目２２ですね、長期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例（附則第１

７条）は、都市計画内においてですね、所有期間が５年を超える土地を譲渡した場合です

ね、上物を含め、譲渡額が５００万円以内であれば１００万円の特別控除を受けられる課

税の特例を創設したことによる規定でございます。 

 なお、この規定は令和４年１２月３１日までの適用でございます。 

 続いて２３ページでございます。 

 第２条の改正の説明をします。 

 項目１の納期限後に納付し又は納入する税金又は、納入金に係る延滞金（第１９条）か

ら、項目７の法人の町民税に係る納期限の延長の場合の延滞金（第５２条）までの改正は

ですね、従来、企業グループを一つの納税単位、連結納税制度というんですけども、これ

をグループ内の各法人が単位ごとに申告するという制度でございまして、そのやり方はグ

ループ通算納税制度に移行することになるため、そのことに伴う、条項ずれ、字句の規定

をするものでございます。 

 項目８のたばこ税の課税標準（第９４条）は、第１条の項目１２でも説明しております

が、２段階目の改正でありまして、軽量な葉巻たばこの換算、０．７ｇ未満、１本の換算

を１ｇ１本にする規定であります。これにより、紙巻たばこの税率と同じくなるというこ

とでございます。 

 続いて、下の方の３条による改正を説明します。 

 項目１しかありませんけども、昨年の町税条例等の一部を改正したことにありまして、

第１条の項目１にあった、ひとり親の関連なんですけれども、今回改正したことに伴いま

して、関連する条文と附則で定めた施行期日を削除する規定でございます。 

 議案書１６ページには、附則を載せておるんですけれども、引き続き、２４ページの表

で説明させていただきます。 

 第１条では、施行期日を規定しており、公布の日から施行し、適用については、令和２

年４月１日に遡ることとなりますが、その他の施行日については、第１条の各号で別に定

めております。 

 第２条では、延滞金に関する経過措置について、第１条改正の法人町民税の延滞金につ

いて、施行の日までは従前の例によることを規定しています。 

 第３条では、町民税に関する経過措置で、それぞれ施行日以後の措置を規定し、施行の

日までは従前の例によることを規定しております。 

 第４条では、第２条改正に関する法人町民税について、施行の日以後に開始する事業年

度分から適用し、それまでは従前の例に規定することを規定しています。 

 第５条では、固定資産税に関する経過措置について、施行日以後に適用し、それまでは

従前の例にすることを規定しています。 

 第６条、第７条では、たばこ税に関する経過措置について、それぞれ施行の日の前まで

に課した葉巻たばこの税は従前の例にすることを規定しております。 

 第８条では、国民健康保険税に関する経過措置でございまして、令和元年度までは従前
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の例にすることを規定しています。 

 第９条から第１２条までは、過去の町税条例等の一部を改正する条例の一部改正の条文

について、平成元号で記載している文言を令和元号に直すという規定でございます。 

 以上、町税条例等の一部を改正する条例の制定について、その提案理由を説明をさせて

いただきました。ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます 

○議長（須河 徹君） 次に、議案第２８号 訓子府町後期高齢者医療に関する条例の一

部を改正する条例の制定についての提案理由の説明を求めます。議案書３０ページです。 

 福祉保健課業務監。 

○福祉保健課業務監（今田朝幸君） それでは、議案書の３０ページをお開き願います。 

 議案第２８号 訓子府町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いての提案理由の説明をさせていただきます。 

 訓子府町後期高齢者医療に関する条例（平成２０年条例第１号）の一部を改正する条例

を次のように制定しようとするものでございます。 

 今回の改正につきましては、下の説明欄にありますように、北海道後期高齢者医療広域

連合におきまして、新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われる症状が現れ

たことにより療養し、労務に服することができない被保険者で、給与の支払いを受けてい

るものに対して、一定期間に限り、傷病手当金を支給するため条例改正したことに伴い、

本町におきましても傷病手当金の申請受付事務を行えるよう改正するものでございます。 

 それでは、記以下について説明させていただきます。 

 訓子府町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例。 

 訓子府町後期高齢者医療に関する条例（平成２０年条例第１号）の一部を次のように改

正する。 

 第２条には、後期高齢者医療に係る本町において行う事務内容等について規定されてお

りますけども、第８号「前各号に掲げる事務に付随する事務」を第９号とし、第８号に「広

域連合条例附則第５条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付」事務を追加するも

のでございます。 

 附則ですけども、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 

 以上、議案第２８号 訓子府町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制

定について、提案理由の説明をさせていただきました。ご審議の上、ご決定賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（須河 徹君） 次に、議案第２９号 財産の取得についての提案理由の説明を求

めます。議案書３１ページです。 

 建設課長。 

○建設課長（渡辺克人君） 議案第２９号 財産の取得について、提案説明を申し上げま

す。議案書の３１ページをご覧ください。 

 議案第２９号 財産の取得について。 

 次の財産を取得したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（昭和３９年条例第３１号）第３条の規定により議会の議決を求めるものでありま

す。 

 記としまして、事業名は、スクールバス購入事業（南訓線）であります。 
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 契約の相手方につきましては、２社による入札の結果、三菱ふそうトラック・バス株式

会社北海道ふそう北見支店支店長 比留間功氏で、契約金額は１，０１２万円でございま

す。 

 なお、予定価格につきましては１，１４８万８，４００円でございました。 

 車種につきましては、三菱ふそうマイクロバスであります。 

 型式は、２ＲＧ‐ＢＧ７４０Ｇ、駆動方式は、四輪駆動、乗車人数は、２９人乗りであ

ります。 

 納期につきましては、令和３年１月１５日としております。 

 以上、議案第２９号の提案説明をさせていただきました。ご審議の上、ご決定賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（須河 徹君） 次に、議案第３０号 財産の取得についての提案理由の説明を求

めます。議案書３２ページです。 

 建設課長。 

○建設課長（渡辺克人君） 議案第３０号 財産の取得について、提案説明を申し上げま

す。議案書の３２ページをご覧ください。 

 議案第３０号 財産の取得について。 

 次の財産を取得したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（昭和３９年条例第３１号）第３条の規定により議会の議決を求めるものでありま

す。 

 記としまして、事業名は、スクールバス購入事業（中ノ沢線）であります。 

 契約の相手方につきましては、２社による入札の結果、東北海道日野自動車株式会社北

見支店支店長 坂上和年氏で、契約金額は２，３８７万円でございます。 

 なお、予定価格につきましては２，５５５万３千円でございました。 

 車種につきましては、日野自動車、中型バスであります。 

 型式は、２ＤＧ－ＲＲ２ＡＪＤＶ、駆動方式は、後輪駆動、乗車人数は、４０人乗り以

上であります。 

 納期につきましては、令和３年５月３１日としております。 

 以上、議案第３０号の提案説明をさせていただきました。ご審議の上、ご決定賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（須河 徹君） 次に、議案第３１号 財産の取得についての提案理由の説明を求

めます。議案書３３ページです。 

 管理課長。 

○管理課長（高橋 治君） 議案書の３３ページをお開きください。 

 議案第３１号 財産の取得について、提案説明を申し上げます。 

 次の財産を取得したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（昭和３９年条例第３１号）第３条の規定により、議会の議決を求めるものでござ

います。 

 記といたしまして、事業名でございますが、学校給食センター配送車更新事業でありま

す。 

 契約の相手方につきましては、５社による入札の結果、北見日産自動車株式会社代表取
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締役 平木郁夫氏で、契約金額は６５９万８，２４０円でございます。 

 なお、予定価格につきましては、７４８万円でございました。 

 車種につきましては、車両シャーシが日産製で、型式は２ＲＧ－ＡＨＳ８８Ａ、給食配

送用のコンテナを積み込む架装部分は、保冷ボディであります。 

 型式等につきましては、車両シャーシの最大積載量は、１．５５ｔ、四輪駆動車で、架

装部分の保冷ボディの大きさは、長さ４．０４ｍ、幅２．１０ｍ、高さ１．８４ｍであり、

給食配送用コンテナ４台を積むことができるものであります。 

 納期につきましては、令和３年２月２６日としております。 

 以上、議案第３１号の提案説明をさせていただきました。ご審議の上、ご決定賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（須河 徹君） 以上で議案第２６号、議案第２８号、議案第２９号、議案第３０

号、議案第３１号の各案に対する提案理由の説明が終わりました。 

 これより、議案第２６号、議案第２８号、議案第２９号、議案第３０号、議案第３１号

について、各案ごとに質疑、討論、採決をいたします。 

 最初に、議案第２６号の質疑を行います。議案書７ページ、１人３回まで質疑を行えま

す。 

 ご質疑ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

〇議長（須河 徹君） 質疑がないようですので、これをもって質疑を終了いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

〇議長（須河 徹君）  討論がないようですので、これをもって討論を終了いたします。 

 これより、議案第２６号の採決を行います。 

 本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

〇議長（須河 徹君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２８号の質疑を行います。議案書３０ページ、１人３回まで質疑を行えま

す。 

 ご質疑ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

〇議長（須河 徹君） 質疑がないようですので、これをもって質疑を終了いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

〇議長（須河 徹君） 討論がないようですので、これをもって討論を終了いたします。 

 これより議案第２８号の採決を行います。 

 本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
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〇議長（須河 徹君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２９号の質疑を行います。議案書３１ページ、１人３回まで質疑を行えま

す。 

 ご質疑ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

〇議長（須河 徹君） 質疑がないようですので、これをもって質疑を終了いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

〇議長（須河 徹君） 討論がないようですので、これをもって討論を終了いたします。 

 これより議案第２９号の採決を行います。 

 本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

〇議長（須河 徹君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３０号の質疑を行います。議案書３２ページです。１人３回まで質疑を行

えます。 

 ご質疑ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

〇議長（須河 徹君） 質疑がないようですので、これをもって質疑を終了いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

〇議長（須河 徹君） 討論がないようですので、これをもって討論を終了いたします。 

 これより議案第３０号の採決を行います。 

 本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

〇議長（須河 徹君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３１号の質疑を行います。議案書３３ページ、１人３回まで質疑を行えま

す。 

 ご質疑ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

〇議長（須河 徹君） 質疑がないようですので、これをもって質疑を終了いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

〇議長（須河 徹君） 討論がないようですので、これをもって討論を終了いたします。 

 これより議案第３１号の採決を行います。 
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 本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

〇議長（須河 徹君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎閉会の宣言 

○議長（須河 徹君） 以上をもって、本臨時会に付議された案件の審議は全部終了いた

しました。 

 これにて、令和２年第２回訓子府町議会臨時会を閉会いたします。 

 本日は大変ご苦労さまでした。 

 

 

閉会 午後 １時２８分 


